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【平成２５年度実地指導等指摘事項】

【人員基準】

サービス種別 基準項目 指摘事項

1 訪問介護
訪問介護員等
の員数

・訪問介護員等の員数が不足している。
≪訪問介護員等の員数については，利用者数が少ない場合であっても，常に常勤換算
方法で２．５人以上必要≫

2 訪問介護
訪問介護員等
の員数

・登録訪問介護員(勤務日及び勤務時間が不定期の非常勤職員)の配置のみで，常勤
のサービス提供責任者を配置していない。
≪常勤の訪問介護員のうち，利用者の数が40又はその端数を増すごとに１人以上の者
をサービス提供責任者とすること。≫

3 訪問看護
看護職員の員
数

・看護職員　(保健師，看護師又は准看護師)の員数が不足している。
≪看護職員の員数については，利用者数が少ない場合であっても，常に常勤換算方法
で２．５人以上必要。グループホームで医療連携加算を算定する場合に，訪問看護ス
テーションの看護師が当該グループホームで勤務する時間は除いて計算すること。≫

4 通所介護 従業者の員数

・生活相談員を配置をしていない曜日がある。
《サービス提供日には，必ず配置が必要。また，サービス提供日において生活相談員又
は介護職員のうち（※）１人以上は常勤職員を配置すること。》
（※）定員１０人以下の場合は，生活相談員，介護職員又は看護職員

5 通所介護 従業者の員数

・看護師又は准看護師を配置していない日がある。（利用定員が１１人以上）【減算対
象】
《（1）看護職員を配置していない（事業所に出勤していない）日に，密接かつ適切な連携
が図れたとしても，当該日の利用者に対して本来なされるべき看護サービスが提供され
たとは言えないことから，人員基準欠如の計算（※）上，当該日は延べ人数に含むことは
できない。
（※）サービス提供日に配置された延べ人数÷サービス提供日　が，１　を満たさない。
（2）定員が１１人以上の場合にあっては，当日の利用者が１０人以下であっても，看護職
員の配置は必要となる。》

6 通所介護 従業者の員数
確保すべき勤務延時間数分の介護職員(利用定員が１０人以下の場合は介護職員又は
看護職員)を配置していない。【減算対象】

7 通所介護 従業者の員数

通所介護事業所に常勤として勤務すべき者が，同法人が運営する他事業所等（サービ
ス付き高齢者向住宅等）と兼務している。
《常勤として勤務する職員は，通所介護事業所で定められている常勤の従業者が勤務
すべき時間数は他事業所での勤務はできない。》

8
通所リハビリテー
ション

従業者の員数

老人保健施設が実施する通所リハビリテーション事業所で，OT,PT,STを配置していな
い日がある。
≪営業日ごと，単位ごとに，利用者の数が提供時間帯において１００を下回る場合で
あっても，リハビリテーションを提供する時間帯に１以上配置すること。
　また，本体老人保健施設の理学療法士等が兼務する場合には，勤務時間を区分した
うえで勤務表に記載すること。≫

9
福祉用具貸与・
特定福祉用具販
売

福祉用具専門
相談員の員数

福祉用具専門相談員が他の事業に従事するなどし，福祉用具貸与事業所の業務の従
事時間が確保できておらず，配置員数が不足している。
《福祉用具貸与の業務に専従している時間が，常勤換算方法で２．０以上必要。》

                                              実地指導の結果について   
 

 平成２５年度に県内で実施した実地指導等での指摘事項で主なものをまとめました。 

 今後の事業の適切な運営のために参考としてください。  

提供日ごとに，生活相談員の勤務延時間数≧提供時間数 となっていること。 
例えば，9:00～12:00，13:00～18:00の2単位のサービスを実施する場合，サービス提供
時間は9:00～18:00（12:00～13:00を除く）の8時間となり，生活相談員の員数にかかわ
らず，8時間の勤務延時間数分の配置が必要となる。 
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【運営基準】

指摘事項

1

・重要事項説明書及び運営規程が，運営実態と一致していない。
《整合性を図ること。なお，事故発生時の対応や苦情処理の体制を記載しておくこと。》

・重要事項説明書について，利用者に対し説明していない。又は説明しているが交付し
ていない。(通所介護，福祉用具販売)

2
・利用申込者の被保険者証によって，被保険者資格，要介護認定の有無及び要介護認
定の有効期間を確認していない。(福祉用具販売)

3
・居宅サービス計画が作成されている場合に，当該計画に沿ったサービスを提供してい
ない。(訪問介護，通所介護，通所リハビリ)

4
・利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合に，居宅介護支援事業者への連絡
その他必要な援助を行っていない。(訪問介護，通所介護)

5
・訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ，初回訪問時及び利用者又はその家族
等から求められたとき，これを提示すべき旨を指導していない。(訪問介護)

6
・自らその提供するサービスの評価を行い，常にその改善を図っていない。
《事業の評価方法，内容は決まったものはありません。法人・事業所で評価を行い，課題
を見つけ，サービスの質の向上に向けて改善に取り組んでください。》

7

・サービスを提供した際に，具体的なサービスの内容等を記録していない。

　

　・患者の退院に際して，退院年月日を当該患者の被保険者証に記載していない。(介
護療養型医療施設)

8
・領収証の記載の際に，居宅介護サービス費用基準額の1割分，食費，居住費及びその
他の費用を区分して記載していない。

9

・運営規程が，運営実態と一致していない。

・入浴設備が他の事業所・施設等と共用であること及び入浴時間帯の設定等の共用条
件を満たしている旨を記載していない。(通所介護)

・ 運営規程を定めていない。(居宅療養管理指導)

10

・事業所ごとに，原則として月ごとの勤務表を作成し，日々の勤務時間，兼務関係等を
明確にしていない。

・事業所ごとに，当該事業所の従業者によってサービスを提供していない。
≪ただし，調理，洗濯等の利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については，第
三者への委託可》(訪問介護，通所介護，居宅介護支援，介護老人保健施設)

利用料等の受領

運営規程

勤務体制の確保等

サービス提供の記録

基準項目≪サービス共通≫

内容及び手続の説明及び同意

受給者資格の確認

居宅サービス計画に沿ったサー
ビスの提供

居宅サービス計画等の変更の援
助

身分を証する書類の携行

各サービスごとの取扱方針

記録の重要性 
①介護報酬を算定するための根拠・・・基準に即した内容であることが確認できる

こと 

②利用者, 従業者とのコミュニケーションツール・・・サービス内容を共有する 

③実施した内容,又は苦情・ 事故の内容からサービスの改善につなげていく 等 
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指摘事項

11

・訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について，必要な管理（健康診断等）を
行っていない。(訪問介護)

・福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業所に行わせている場合，当該事業
所の業務の実施状況について定期的に確認し，その結果を記録していない。(福祉用具
貸与)

・「感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針」を整備していない。
(介護老人保健施設)

12

・ 従業者であった者が正当な理由なく，業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を
漏らすことのないよう，必要な措置を講じていない。

・サービス担当者会議等において，利用者の家族の個人情報を用いる場合, あらかじめ
文書により当該家族の同意を得ていない。

13

・勤務実績等の従業者に関する記録を適正に整備していない。

・利用者に対する具体的なサービス内容等の記録を整備し，その完結の日(県の規則に
定める日)から２年間保存していない。(居宅療養管理指導)

【運営基準】

サービス種別 基準項目 指摘事項

13
介護予防訪問介
護

指定介護予防訪
問介護の具体的
取扱方針

・介護予防訪問介護計画に基づくサービスの提供の開始時から，少なくとも一月に一
回，当該介護予防訪問介護計画に係る利用者の状態，当該利用者に対するサービス
の提供状況等について，当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した
指定介護予防支援事業者に報告していない。

・サービス提供開始時から介護予防訪問介護計画に記載したサービスの提供を行う期
間が終了するまでに，少なくとも一回，当該介護予防訪問介護計画の実施状況の把握
(モニタリング）を行い，この結果を指定介護予防支援事業者に報告していない。

・モニタリングの結果を踏まえ，必要に応じて介護予防訪問介護計画の変更を行ってい
ない。

14 訪問介護
訪問介護計画
の作成

・訪問介護計画の作成後，当該訪問介護計画の実施状況の把握(モニタリング)を行って
いない。

15 訪問介護
管理者及びサー
ビス提供責任者
の責務

・管理者により，従業者及び業務の管理が一元的に行われていない。
《直行直帰の訪問介護員について，訪問時間などを把握していない。》

16
介護予防訪問看
護

指定介護予防訪
問看護の具体的
取扱方針

・訪問日，提供した看護内容等を記載した介護予防訪問看護報告書を作成し，報告書
の内容について，当該指定介護予防支援事業者に報告していない。

17 訪問看護
訪問看護計画書
及び訪問看護報
告書の作成

・利用者の希望，利用者の主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえた，療養上の
目標，当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問看護計画
書を作成していない。

18 通所介護

指定通所介護
の基本的取扱
方針及び具体
的取扱方針

・事業所内でサービスを提供することが原則であるが，屋外でサービスを実施する場合
に，次の条件を満たしていない。
①あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること。
②効果的な機能訓練等のサービスが提供できること。

秘密保持等

記録の整備

衛生管理等

基準項目≪サービス共通≫
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サービス種別 基準項目 指摘事項

19 通所介護
通所介護計画
の作成

・通所介護計画の作成に当たって，その原案の内容について利用者又はその家族に説
明し，同意を得ていない。
《通所介護計画のサービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障するため，通
所介護計画の作成に当たっては，その内容等を説明し，利用者の同意を得ること。》

20 通所介護 定員の遵守

・利用定員を超えてサービス提供を行っている。
《月平均で定員を超えた場合に減算の対象となるが，減算の対象とならない場合であっ
ても，サービス提供日においては，非常災害等やむを得ない事情がある場合を除き，利
用定員を超えて指定（介護予防）通所介護の提供を行わないこと。》

21 通所介護 非常災害対策
・非常災害に関する具体的計画を立て，非常災害時の関係機関への通報及び連携体
制を整備し，それらを定期的に従業者に周知し，定期的に避難，救出その他必要な訓
練を行っていない。

22
介護予防通所リ
ハビリテーション

指定介護予防
通所リハビリ
テーションの具
体的取扱方針

・介護予防通所リハビリテーション計画の内容について，利用者又はその家族に説明
し，同意を得ていない。。
《通所リハビリテーション計画のサービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障
するため，通所リハビリテーション計画の作成に当たっては，その内容等を説明し，利用
者の同意を得ること。》

・介護予防通所リハビリテーション計画を利用者に交付していない。

23
指定短期入所生
活介護の取扱方
針

指定短期入所
生活介護の取
扱方針

・身体的拘束を行っているが，その態様及び時間，その際の心身の状況並びに緊急や
むを得ない理由の記録が一部見受けられない。

24
短期入所生活介
護

短期入所生活
介護計画の作
成

・４日以上連続して利用する利用者の短期入所生活介護計画が作成されていない。
《 ４日以上連続して利用する場合は，短期入所生活介護計画を作成すること。その際に
は利用者又はその家族に説明を行い，同意を得たうえで，交付すること。
また，４日以上連続して利用しない場合であっても，定期的に利用している者について
は，効果的・効率的なサービス提供の観点から計画を作成することが望ましい。》

25
短期入所療養介
護

短期入所療養
介護の取り扱い
方針

・４日以上連続して利用する利用者の短期入所療養介護計画が作成されていない。
《 ４日以上連続して利用する場合は，短期入所療養介護計画を作成すること。その際に
は利用者又はその家族に説明を行い，同意を得たうえで，交付すること。
また，４日以上連続して利用しない場合であっても，定期的に利用している者について
は，効果的・効率的なサービス提供の観点から計画を作成することが望ましい。》

26
福祉用具用具貸
与

福祉用具貸与
計画の作成

・利用者の心身の状況，希望及びその置かれている環境を踏まえて，指定福祉用具貸
与の目標，当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具
貸与計画を作成していない。

・特定福祉用具貸与計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し，利用者
の同意を得ていない。

・当該特定福祉用具販売計画を利用者に交付していない。

27
特定福祉用具販
売

特定福祉用具
販売計画の作
成

・利用者の心身の状況，希望及びその置かれている環境を踏まえて，指定特定福祉用
具販売の目標，当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した特定
福祉用具販売計画を作成していない。

・特定福祉用具販売計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し，利用者
の同意を得ていない。

・特定福祉用具販売計画を利用者に交付していない。

28
介護老人保健施
設

事故発生の防
止及び発生時
の対応

・事故が発生した場合の対応等について記載された「事故発生の防止のための指針」を
整備していない。
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サービス種別 基準項目 指摘事項

29
介護老人保健施
設

介護老人保健
施設サービスの
取扱方針

・身体的拘束を行っているが，その態様及び時間，その際の心身の状況並びに緊急や
むを得ない理由の記録が一部見受けられない。

30
介護老人保健施
設

施設サービス
計画の作成

・計画担当介護支援専門員が，施設サービス計画書（ケアプラン）を作成した際に，当該
施設サービス計画を入所者に交付していない。

・次に掲げる場合において，サービス担当者会議等の開催，担当者等に対する照会等
により，施設サービス計画の変更の必要性について，担当者から専門的な見地からの意
見を求めていない。
① 入所者が法第２８条第２項に規定する要介護更新認定を受けた場合
② 入所者が法第２９条第１項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

31
介護療養型医療
施設

施設サービス
計画の作成

・次に掲げる場合において，サービス担当者会議等の開催，担当者等に対する照会等
により，施設サービス計画の変更の必要性について，担当者から専門的な見地からの意
見を求めていない。
① 入所者が法第２８条第２項に規定する要介護更新認定を受けた場合
② 入所者が法第２９条第１項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

32 居宅介護支援

指定居宅介護
支援の具体的
取扱方針
（アセスメント）

・アセスメントが行われていない。又は，居宅を訪問して行われていない。
《アセスメントに当たっては，利用者の居宅を訪問し，利用者及びその家族に面談して行
うこと。》【運営基準減算】

33 居宅介護支援

指定居宅介護
支援の具体的
取扱方針
（サービス担当
者会議）

・サービス担当者会議が開催されていない。
《サービス担当者会議の開催により，利用者の状況等に関する情報を担当者と共有する
とともに，居宅サービス計画の原案について，担当者から専門的な見地からの意見を求
めること。》【運営基準減算】

34 居宅介護支援

指定居宅介護
支援の具体的
取扱方針
（利用者への説
明と同意）

・居宅サービス計画の内容について，利用者又はその家族に説明し，同意を得ていな
い。
《利用者又はその家族に対し，居宅サービス計画について説明し，同意を得た上で，交
付すること。》【運営基準減算】

35 居宅介護支援

指定居宅介護
支援の具体的
取扱方針
（モニタリング）

・モニタリングのために居宅訪問を行っていない。
《少なくとも月に１回は利用者の居宅を訪問し，利用者に面接すること。》【運営基準減
算】

・モニタリングの内容を記録していない。【運営基準減算】

36 居宅介護支援

指定居宅介護
支援の具体的
取扱方針
（一連の業務）

・居宅サービスにを変更する際に，一連の業務が実施されていない。
≪軽微な変更の場合を除く≫　　　【運営基準減算】

37 居宅介護支援

指定居宅介護
支援の具体的
取扱方針
（医療系サービ
ス）

・医療系サービスを居宅サービス計画に位置付けているが，主治医等の指示があること
を確認していない。

38 居宅介護支援
訪問介護にお
ける「生活援助
中心型」の算定

・居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合に，居宅サービス
計画書に生活援助中心型の算定理由その他やむを得ない事情の内容等について記載
する必要があるが，これらが明記されていない。


